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主な内容
新会長 就任あいさつ
第9回定時総会・第23回理事会
甲府税務署長 着任のごあいさつ
消費税軽減税率制度説明会
社会貢献活動
2020年度税制改正に関する提言
法律相談Ｑ＆Ａ・税務相談Ｑ＆Ａ

髙野会長

コスモスと富士山（撮影場所：富士川町）
「広報委員撮影」

甲府法人会は2019年11月に創立70周年を迎えます
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去
る
５
月
23
日
開
催
の
第
23
回
理
事
会
に

お
い
て
、
会
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
髙
野
で

ご
ざ
い
ま
す
。
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

平
成
23
年
か
ら
４
期
８
年
に
わ
た
り
重
責

を
果
た
さ
れ
た
芦
澤
敏
久
前
会
長
に
心
か
ら

敬
意
を
表
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

芦
澤
前
会
長
は
甲
府
法
人
会
が
公
益
法
人

に
認
定
さ
れ
た
直
後
に
就
任
さ
れ
、
事
務
局

の
態
勢
整
備
、
単
位
会
と
県
連
の
役
割
を
明

確
に
す
る
中
で
の
事
業
の
見
直
し
等
、
法
人

会
の
基
盤
強
化
に
向
け
て
の
取
組
を
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
山
梨
県
連
で
は
、
平
成
27
年
に

山
梨
県
か
ら
婚
活
支
援
事
業
で
あ
る
「
や
ま

な
し
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
」
を

受
託
し
、
ま
た
、
平
成
30
年
に
は
、
全
国
か

ら
１
６
０
０
人
の
女
性
経
営
者
が
参
加
し
た

「
第
13
回
法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
山

梨
大
会
」
を
成
功
に
導
か
れ
る
な
ど
、
輝
か

し
い
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
て
、
甲
府
法
人
会
は
、
昭
和
24
年
11
月

に
、
山
梨
県
連
は
翌
年
１
月
に
発
足
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
今
年
度
、
共
に
創
立
70
周
年

を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
節
目
の
年
に
、「
先
人
達
が
築
き
上

げ
た
当
会
の
歴
史
を
振
り
返
り
、
ま
た
将
来

を
展
望
し
新
た
な
時
代
に
相
応
し
い
法
人
会

活
動
の
在
り
方
を
考
え
、
併
せ
て
こ
れ
ま
で

支
え
、
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
た
大
勢
の
方
に

感
謝
す
る
」
こ
と
を
定
時
総
会
で
確
認
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
令
和
２
年
１
月
20
日
に
、

両
会
合
同
に
よ
る
創
立
70
周
年
記
念
講
演

会
・
式
典
・
交
流
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

過
般
、
全
法
連
理
事
会
に
出
席
の
折
、
法

人
会
の
歴
史
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
の
お
話
を
簡
略
に
ま
と
め
、
お
伝
え

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

昭
和
21
年
、
全
国
で
初
め
て
法
人
会

（
単
位
会
）
が
誕
生
し
た
の
は
、
宮
城
県

の
石
巻
。戦
後
G
H
Q
の
統
治
下
に
あ
っ

た
日
本
は
激
し
い
イ
ン
フ
レ
の
下
、
復

興
財
源
確
保
の
た
め
の
徴
収
目
標
額
に

向
け
た
課
税
徴
収
が
な
さ
れ
て
い
た
時

代
。
活
況
に
あ
っ
た
石
巻
の
漁
業
関
係

者
か
ら
は
多
く
の
税
が
徴
収
さ
れ
、
漁

業
収
益
へ
の
公
平
な
課
税
を
求
め
、
当

局
の
方
と
共
に
公
平
公
正
な
税
制
の
実

現
を
目
指
す
団
体
と
し
て
法
人
会
が
設

立
さ
れ
た
。

　

甲
府
法
人
会
も
、
同
様
に
厳
し
い
徴
税
環

境
下
、
更
に
は
、
昭
和
22
年
の
賦
課
課
税
制

度
か
ら
民
主
的
な
申
告
納
税
制
度
へ
の
大
変

革
に
よ
る
混
乱
期
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。

　
「
昭
和
24
年
11
月
、
生
活
維
持
と
公
平
な

税
制
の
運
用
を
当
局
に
求
め
、
企
業
経
営
者

が
甲
府
法
人
会
を
立
ち
上
げ
た
」
と
の
記
録

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
生
活
維
持
」
と

い
う
言
葉
か
ら
は
そ
の
当
時
の
事
業
環
境
の

厳
し
さ
が
窺
わ
れ
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
も
、
法
人
会
と
当
局

の
双
方
が
話
し
合
い
の
中
か
ら
進
む
べ
き
道

を
見
出
し
た
こ
と
に
あ
り
、
税
に
関
す
る

リ
ー
ダ
ー
で
あ
ろ
う
と
し
た
先
人
達
の
志
の

大
き
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
、「
企
業
を

守
る
」
こ
と
が
法
人
会
の
理
念
の
根
底
に

あ
っ
た
こ
と
を
も
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
で
す
。

　

法
人
会
の
福
利
厚
生
制
度
に
は
、
ニ
ク
ソ

ン
シ
ョ
ッ
ク
で
揺
れ
る
昭
和
46
年
に
誕
生
し

た
、「
経
営
者
大
型
総
合
保
障
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
全
法
連
が
、
全
国
の
中
小
企
業
の

経
営
者
や
従
業
員
の
万
一
の
時
に
備
え
た
仕

組
み
を
考
え
、
保
険
会
社
と
連
携
し
て
実
現

し
た
制
度
で
す
。
会
員
法
人
の
持
続
可
能
な

経
営
、
事
業
承
継
を
支
援
す
る
も
の
で
、
ま

さ
に
「
企
業
を
守
る
」
制
度
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
も
活
用
頂
き
な
が
ら
、

法
人
会
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
が
中
小
企
業

に
と
り
有
益
な
こ
と
で
あ
る
、
と
感
じ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
社
会
に

お
い
て
更
な
る
存
在
意
義
と
価
値
を
高
め
ら

れ
る
活
動
を
重
ね
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

法
人
会
は
、
①
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

活
動
、
②
会
員
の
研
鑽
を
支
援
す
る
研
修
活

動
、
③
地
域
社
会
貢
献
活
動
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
活
動
の
主
役
は
会
員
の
皆
さ
ま

で
す
が
、
会
員
以
外
の
一
般
の
方
々
が
参
加

し
た
い
、
参
加
し
て
良
か
っ
た
と
思
え
る
よ

う
な
活
動
に
育
て
て
い
く
こ
と
も
公
益
法
人

と
し
て
の
務
め
、
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
先
ず
、
会
員
相
互
の
交
流

を
深
め
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
ア
イ
デ
ィ
ア

を
基
に
活
性
化
す
る
法
人
会
活
動
を
す
す
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

変
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
価
値
観
も
多
様

化
し
て
い
る
社
会
環
境
の
中
、
甲
府
法
人
会

の
更
な
る
活
性
と
発
展
に
向
け
、
皆
さ
ま
か

ら
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
く
こ
と

が
出
来
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
（
株
式
会
社
吉
字
屋
本
店  代

表
取
締
役
社
長
）

就
任
あ
い
さ
つ公

益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会 

会
長

一
般
社
団
法
人
山
梨
県
法
人
会
連
合
会 

会
長

  

髙
野 

孫
左
ヱ
門
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５
月
23
日
、
第
９
回
定
時
総
会
を
ア
ピ
オ

甲
府
に
て
開
催
し
、
会
員
企
業
１
３
９
社
の

出
席
の
も
と
に
、
平
成
30
年
度
決
算
、
役
員

選
任
等
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
満
場
一
致
に

て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
当
会
の
創

立
70
周
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
本
年
を

「
持
続
的
に
発
展
す
る
法
人
会
」
の
新
た
な

ス
タ
ー
ト
の
年
と
し
、
年
間
を
通
し
て
、
会

員
増
強
、
記
念
講
演
会
の
開
催
、
甲
府
法
人

会
館
の
整
備
に
取
り
組
む
創
立
70
周
年
記

念
事
業
計
画
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

第
23
回
理
事
会
で
は
、
新
た
に
髙
野
会
長

ほ
か
新
役
員
を
選
任
し
ま
し
た
。

　

理
事
会
後
の
表
彰
式
で
は
、
山
梨
県
総
合

県
税
事
務
所
の
平
賀
所
長
、
甲
府
税
務
署
の

松
谷
署
長
を
は
じ
め
多
数
の
ご
来
賓
の
ご

臨
席
を
い
た
だ
く
中
、
当
会
に
永
年
ご
尽
力

を
い
た
だ
い
た
役
員
に
対
す
る
表
彰
を
行

い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
懇
親
会
で
は
、
公
益
法
人
移
行

後
八
年
間
、
当
会
の
舵
取
り
に
ご
苦
労
さ
れ

た
芦
澤
前
会
長
に
髙
野
会
長
か
ら
特
別
感

謝
状
を
贈
呈
す
る
と
と
も
に
、
会
員
相
互
の

親
睦
や
情
報
交
換
を
図
り
、
有
意
義
な
時
間

を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
か
ら
継
続
し
て
い
る
タ

オ
ル･

石
け
ん
等
を
寄
贈
す
る
社
会
貢
献
活

動
で
は
、
今
年
度
も
多
数
の
会
員
の
皆
様
に

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
９
回
定
時
総
会
・
第
23
回
理
事
会
を
開
催

退
任
役
員
感
謝
状
贈
呈

　

芦
澤 

敏
久 

会　

長

　

大
木 

勝
志 

常
任
理
事

　

田
中 

好
輔 

理　

事

　

氏
原　

 

勲 

理　

事

　

三
井 

正
樹 

理　

事

　

古
守 

康
直 

理　

事

　

山
中 

広
雄 

理　

事

　

櫻
本 

　

進 

理　

事

　

相
原 

紀
幸 

青
年
部
会
長

甲
府
法
人
会
功
労
者
表
彰
受
彰
者

　

髙
野
孫
左
ヱ
門 

副
会
長

　

佐
々
木　

宏
明 

副
会
長

　

井
上 

重
良 

理　

事

　

櫻
本 

　

進 

理　

事

　

清
水 

新
司 

理　

事

　

寺
井 

英
仁 

理　

事

　

丸
茂 

正
樹 

理　

事

　

名
執 

輝
繁 

事
務
局
課
長
補
佐

　

飯
沼 

良
二 

山
城
支
部 

副
支
部
長

　

丸
山 

正
和 

小
淵
沢
支
部　

支
部
長

　   

※ 

飯
沼
氏
と
丸
山
氏
は
会
員
増
強
の
功

績
に
よ
る
表
彰
で
す
。

会
　
　
長

　

髙
野
孫
左
ヱ
門 

㈱
吉
字
屋
本
店

副 

会 

長

　

佐
々
木　

宏
明 

山
梨
ト
ヨ
タ
自
動
車
㈱

　

高
野 

三
雄 

山
梨
交
通
㈱

　

岸
本 

良
三 

敷
島
金
属
工
業
㈱

　

上
原 

重
樹 

㈱
印
傳
屋
上
原
勇
七

　

関　

 

光
良 

㈱
山
梨
中
央
銀
行

専
務
理
事

　

小
泉 

　

真 

公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

常
任
理
事

　

窪
田 

広
宣 

㈱
窪
田
商
会

　

西
川 

一
也 

穴
水
㈱

　

輿
水 

順
彦 

㈱
清
里
給
油
所

　

内
田 

　

博 

㈱
内
田
印
刷
所

　

小
林 

幸
夫 

小
林
ニ
ッ
ト
ウ
エ
ア
㈱

　

長
坂 

　

茂 

㈲
長
坂
百
貨
店

　

新
津 

正
彦 

新
津
建
設
㈱

　

篠
原 

義
明 

篠
原
貿
易
㈱

　

望
月 

英
雄 

㈱
サ
ン
キ
ョ
ー

　

坂
本 

政
彦 

㈱
坂
本
建
運

　

川
村 

文
彦 

㈱
テ
レ
ビ
山
梨

　

井
上 

善
展 

㈱
イ
ノ
ウ
エ

　

齊
藤 

基
樹 

浅
川
熱
処
理
㈱

新
会
長
に
髙
野
孫
左
ヱ
門
氏
を
選
任 

～
芦
澤
会
長
は
顧
問
に
就
任
～

定時総会

本
年
度
総
会
に
お
い
て
表
彰
を
受
け
た
方
々

（
敬
称
略
）

新
役
員
名
簿
（
敬
称
略
）
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奈
良
田 

伸
司　

㈱
山
梨
文
化
会
館

　

廣
川 

利
勝 

甲
府
信
用
金
庫

理
　
　
事

　

荻
野 

寛
二 
㈱
オ
ギ
ノ

　

小
野 

光
一 
金
精
軒
製
菓
㈱

　

太
田 

丈
三 

太
田
工
業
㈱

　

中
澤 

厚
男 

㈱
談
露
館

　

小
林 

重
夫 

㈱
小
林
商
会

　

山
寺 

英
一
郎 

井
筒
屋
醤
油
㈱

　

飯
島 

　

忠 

㈱
湊
與

　

小
林 

成
光 

㈱
小
林
製
作
所

　

秋
山 

　

勉 

㈱
ホ
テ
ル
舟
山

　

河
西 

秀
吏 

㈱
河
西
金
属
商
事

　

依
田 

訓
彦 

㈱
少
國
民
社

　

清
水 

修
一 

協
和
産
業
㈱

　

笠
井 

健
夫 

㈱
峡
南
堂
印
刷
所

　

湯
沢 

　

基 

湯
澤
工
業
㈱

　

井
上 

重
良 

㈿
国
母
工
業
団
地
工
業
会

　

長
谷
川
正
一
郎 

長
谷
川
醸
造
㈱

　

小
澤 

博
音 

㈲
川
音
運
輸

　

宮
川　

 

武 

㈱
甲
斐
延

　

岩
下 

達
也 

北
杜
タ
ク
シ
ー
㈱

　

小
澤 

一
正 

ア
ジ
ア
燃
料
㈱

　

赤
野 

玉
明 

㈱
ア
ズ
マ
工
機

　

清
水 

新
司 

清
水
工
業
㈱

　

小
松 

茂
仁 

㈱
小
笠
園

　

早
野 

正
泰 

㈱
早
野
組

　

寺
井 

英
仁 

寺
井
木
材
㈱

　

岩
下 

和
彦 

昭
和
産
業
㈱

　

東
原 

記
守 

㈲
菱
和
産
商

　

相
原 

紀
幸 

㈲
相
原
商
事

　

深
澤 

由
美
子　

熊
野
屋
物
産
㈱

　

久
保
寺 

孝
男 

㈱
甲
府
ワ
イ
ン
ポ
ー
ト

　

井
口 

和
則 

井
口
工
業
㈱

　

笹
本 

健
次 

㈱
常
磐
ホ
テ
ル

　

近
藤 

　

誠 

㈱
近
藤
宝
飾

　

依
田 

道
徳 

㈱
依
田
商
店

　

石
井 

猛
雄 

疾
測
量
㈱

　

相
川 

幹
夫 

龍
王
産
業
㈱

　

阿
部 

格
治 

㈲
さ
の
や
タ
ク
シ
ー

　

矢
部 

兵
衛 

㈱
シ
ン
ゲ
ン

　

鈴
木 

浩
文 

鈴
木
製
菓
㈱

　

中
村 
国
男 

㈱
中
村
建
設

　

丸
茂 
正
樹 

㈱
マ
ル
モ

　

鶴
田 

哲
嗣
郎 
鶴
田
電
気
㈱

　

秋
山 

　

稔 
秋
山
紙
販
売
㈱

　

望
月 

愼
太
郎 

大
栄
設
備
㈱

　

山
村 

　

一 

㈱
バ
ロ
ン
宝
飾

　

笹
本 

清
美 

白
根
運
送
㈱

　

浅
川 

重
直 

㈲
浅
川
建
工

　

栗
山 

直
樹 

㈱
栗
山
商
店

　

髙
村 

隆
義 

㈱
ユ
ニ
オ
ッ
ク
ス

監
　
　
事

　

梅
本 

　

実 

丸
十
山
梨
製
パ
ン
㈱

　

丸
山 

正
和 

㈱
コ
ー
シ
ン

　

丹
沢 

　

始 

㈱
丹
沢
電
機

　

こ
の
ほ
ど
、
当
会
の
会
員
で
あ
る
四
社

が
、
甲
府
税
務
署
か
ら
優
良
申
告
法
人
と

し
て
表
敬
を
受
け
ま
し
た
。
甲
府
税
務
署

の
松
谷
署
長
、
須
藤
副
署
長
が
各
社
を
訪

問
し
、
表
敬
状
を
お
渡
し
し
ま
し
た
。

〈
優
良
申
告
法
人（
法
人
名
五
十
音
順
）〉

　

株
式
会
社
サ
サ
キ

　

敷
島
金
属
工
業
株
式
会
社

　

日
東
物
産
株
式
会
社

　

山
梨
貨
物
自
動
車
株
式
会
社

甲
府
税
務
署
に
よ
る
優
良
申
告
法
人
の
表
敬

※優良申告法人とは …… 税務当局が適正な申告・納税を行っているか確認・審査のうえ、「申告納税制度
の本旨に即した適正な申告と納税を継続し、他の納税者の模範となる法人」に
対して税務署長が表敬制度に則り、表敬を行った法人のこと。

株式会社ササキ

日東物産株式会社

敷島金属工業株式会社

山梨貨物自動車株式会社
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残
暑
の
候
、公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

の
皆
様
に
は
、ま
す
ま
す
御
清
栄
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、こ
の
度
の
人
事
異
動
で
、甲
府
税
務

署
長
を
拝
命
し
、税
務
相
談
室
長
か
ら
参
り

ま
し
た
澤
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。前
任
の
松
谷

同
様
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

髙
野
会
長
を
は
じ
め
甲
府
法
人
会
の
皆

様
に
は
、平
素
か
ら
法
人
会
の
事
業
活
動
を

通
じ
ま
し
て
、円
滑
な
税
務
行
政
の
運
営
に

格
別
の
御
理
解
と
御
協
力
、御
支
援
を
賜
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

甲
府
法
人
会
は
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー

ダ
ー
」
と
し
て
「
税
の
啓
蒙
活
動
」
「
税
知

識
の
普
及
」
に
取
組
ま
れ
、
各
種
税
務
研

修
や
次
代
を
担
う
子
供
達
に
対
す
る
租
税

教
育
へ
の
講
師
派
遣
の
ほ
か
、「
企
業
の
税

務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
の
た
め
の
自
主
点

検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
の
活
用
を
呼
び
か
け

る
な
ど
、
各
種
の
事
業
を
展
開
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
に
密
着
し
た
社
会
貢
献
活

動
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
、
福
祉
施
設

へ
の
タ
オ
ル
等
の
寄
贈
の
ほ
か
、
山
梨
県
か
ら

の
受
託
事
業
「
や
ま
な
し
出
会
い
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
」
の
広
報
活
動
を
積
極
的
に
行
い
、

近
年
成
婚
者
が
増
加
し
て
い
る
と
伺
っ
て
お

り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
本
年
創
立
70
周
年
を
迎
え
る

甲
府
法
人
会
の
先
人
の
方
々
が
熱
心
に
各
種

事
業
に
取
組
ま
れ
て
き
た
輝
か
し
い
歴
史
と

伝
統
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
伝

統
を
基
礎
に
、
事
業
を
更
に
発
展
さ
せ
て
お

ら
れ
る
役
員
・
会
員
の
皆
様
に
対
し
、
心
か

ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
有
意
義
な
法

人
会
活
動
を
継
続
す
る
に
は
、
組
織
の
基
盤

で
あ
る
会
員
増
強
が
重
要
な
課
題
で
あ
り

ま
す
が
、
甲
府
法
人
会
は
会
員
減
少
が
続
い

て
い
る
現
状
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
会
員
増

強
に
は
、
会
員
参
加
型
の
事
業
を
展
開
し
、

会
員
の
皆
様
に
「
入
会
し
て
よ
か
っ
た
」
と

実
感
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切

な
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
私
ど
も
も
、
今
ま
で
培
っ
て

参
り
ま
し
た
甲
府
法
人
会
の
皆
様
と
の
協

調
体
制
を
更
に
発
展
さ
せ
、「
今
ま
で
よ
り

税
務
署
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
相
談
し
や
す

く
な
っ
た
」
と
会
員
の
皆
様
に
喜
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
説

明
会
・
研
修
会
へ
の
講
師
派
遣
や
各
種
会
合

等
の
際
の
意
見
交
換
な
ど
、
よ
り
多
く
の
会

員
の
皆
様
と
の
交
流
の
機
会
を
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
10
月
に
は
消
費
税
率
の
引
上

げ
と
同
時
に
軽
減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ

ま
す
。
私
ど
も
は
制
度
の
円
滑
な
実
施
に

向
け
、
周
知
・
広
報
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
未
だ
準
備
の
進
ん
で
い
な
い
方
々
も

多
く
お
見
受
け
い
た
し
ま
す
。
私
ど
も
は

引
き
続
き
周
知
・
広
報
に
力
を
注
い
で
参
り

ま
す
が
、
税
務
署
だ
け
で
は
力
が
及
ば
な
い

と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
従
前
よ
り
甲
府
法

人
会
の
皆
様
に
は
説
明
会
の
開
催
な
ど
時

機
を
得
た
施
策
を
実
施
い
た
だ
き
御
協
力

を
賜
っ
て
お
り
ま
す
が
、
な
お
一
層
の
御
力

添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法
人

甲
府
法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、
会
員
の

皆
様
の
御
健
勝
並
び
に
御
事
業
の
御
繁
栄

を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
着
任
の
挨

拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新　メ　ン　バ　ー 旧　メ　ン　バ　ー

官 　 　 職 氏　名 前任署等 氏　名 転　任　先

署 　 長 澤田　敏明 東京局・総務部・相談室長 松谷　　誠 ご 退 職

法人担当副署長 加藤正一郎 東京局・査察部・査察国際課
・総括主査 須藤　篤志 東京局・調査一部・特別調査官

法人１統括官 永島　英一 （ 留 任 ） 永島　英一 （ 留 任 ）

法人２統括官 遠藤まゆみ 甲府署・管理運営４統括官 佐々木聖男 立川署・法人４統括官

法人審理担当 齊藤　一朗 （ 留 任 ） 齊藤　一朗 （ 留 任 ）

源泉審理担当 曽賀　琢磨 日本橋署・法人調査官 牧島　典子 江 東 西 署・ 法 人 上 席

着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

甲
府
税
務
署
長

澤
田 

敏
明

税務署異動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年 7月 10日）
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明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
軽
減
税
率
対
策

補
助
金
に
つ
い
て
、
山
梨
県
商
工
会
連
合

会
の
担
当
職
員
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
当
会
で
は
、
水
晶
宝
飾
業
者
を

対
象
と
し
た
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明

会
も
開
催
し
ま
し
た
。
水
晶
宝
飾
業
者
の

皆
さ
ま
は
海
外
取
引
も
多
く
、
海
外
取
引

等
に
係
る
消
費
税
の
課
否
判
定
や
消
費
税

申
告
に
関
す
る
留
意
点
に
つ
い
て
甲
府
税

務
署
の
担
当
官
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ど
の
会
場
に
お
い
て
も
、
間
近
に
迫
っ

た
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
と
軽
減
税
率
制

度
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、
多
く
の
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
で
は
、
労
働
力
人

口
が
減
少
す
る
中
、
政
府
や
山
梨
県
が
推
進

し
て
い
る「
女
性
が
輝
く
社
会
の
実
現
」、「
女

性
の
活
躍
促
進
」
に
貢
献
し
、
企
業
内
の
女

性
社
員
の
意
欲
及
び
能
力
向
上
を
目
指
し

て
、「
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」

を
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
９
日
、
第
１
回
の
セ
ミ
ナ
ー
が
甲
府

法
人
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
県
内
各
地

の
法
人
会
会
員
企
業
か
ら
13
名
の
女
子
社
員

が
参
加
し
、
講
師
は
山
梨
中
銀
経
営
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
の
佐
野
さ
ん
が
務
め

ま
し
た
。

　

内
容
は
新
人
・
若
手
社
員
向
け
で
、
接
遇

マ
ナ
ー
に
始
ま
り
、
顧
客
の
満
足
度
を
高
め

る
た
め
の
具
体
的
な
ス
キ
ル
な
ど
に
つ
い

て
、
実
例
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
進
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
様
々
な
テ
ー

マ
に
沿
っ
た
活
発
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も

あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
中
堅
社
員
向
け
、
管
理
職
向
け

の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
予
定
で
す
の
で
、

奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（
開
催
予
定
等
は
22
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

　

当
会
と
甲
府
間
税
会
の
共
催
で
消
費
税

軽
減
税
率
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
開
催
場
所
を
４
か
所
と
し
、
合
計

で
98
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

本
年
10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
軽
減
税
率

制
度
に
つ
い
て
、
対
象
品
目
、
帳
簿
や
請

求
書
の
記
載
方
法
、
税
額
の
計
算
な
ど
に

つ
い
て
、
甲
府
税
務
署
の
担
当
官
か
ら
説

消
費
税
軽
減
税
率
制
度

説
明
会

『
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー
』（
山
梨
県
連

主
催
）
が
ス
タ
ー
ト

６月６日　アピオ甲府

６月７日　桃源文化会館

６月１３日　東京エレクトロン韮崎文化ホール

６月１７日　北杜市役所  長坂総合支所 水晶宝飾業者を対象とした説明会
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こ
の
活
動
は
、
租
税
教
育
活
動
と
社
会
貢

献
活
動
の
一
環
と
し
て
行
う
活
動
で
あ
り
、

最
初
に
税
の
啓
発
活
動
と
し
て
ク
イ
ズ
形

式
の
『
税
金
教
室
』
を
行
い
、
税
に
関
心
を

も
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
問
題
を
出
題
し
、

子
供
達
は
楽
し
く
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
指
導
に
お
い
て

は
、
山
梨
ク
イ
ー
ン
ビ
ー
ズ
の
全
選
手
に
講

師
を
担
当
し
て
い
た
だ
き
、
技
術
指
導
の
ほ

か
、
参
加
チ
ー
ム
に
よ
る
ゲ
ー
ム
な
ど
も
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

子
供
達
は
憧
れ
の
選
手
と
触
れ
合
う
な

ど
、
楽
し
ん
で
プ
レ
ー
し
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
閉
会
式
で
は
山
梨
ク
イ
ー
ン
ビ
ー

ズ
の
グ
ッ
ズ
が
当
た
る
抽
選
会
も
行
い
ま

し
た
。

　

６
月
23
日
、
山
梨
県
内
の
４
法
人
会
共
催

に
よ
る
「
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・
税
金

教
室
」
を
開
催
し
、
甲
府
法
人
会
か
ら
も
多

数
の
青
年
部
会
員
が
運
営
に
参
加
し
ま
し

た
。
昨
年
ま
で
は
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
が

主
催
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら
甲
府
法

人
会
な
ど
県
内
の
４
単
位
法
人
会
の
共
催

事
業
と
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
山
梨
県
内
の
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
６
チ
ー
ム
60
名
の
小
学
生
の
参
加

に
よ
り
、
甲
斐
市
敷
島
体
育
館
に
お
い
て
開

催
し
ま
し
た
。

　

８
月
３
日
、
富
士
山
を
き
れ
い
に
す
る
会

が
主
催
す
る
「
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
」
に
、

深
澤
女
性
部
会
長
を
は
じ
め
女
性
部
会
員
お

よ
び
会
員
企
業
の
社
員
と
澤
田
甲
府
税
務
署

長
ほ
か
幹
部
職
員
の
方
々
な
ど
合
計
36
名
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

富
士
北
麓
公
園
で
の
出
発
式
に
参
加
し
た

後
、
清
掃
場
所
に
指
定
さ
れ
た
富
士
山
五
合

県
内
４
法
人
会
共
催

「
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
・

税
金
教
室
」
を
開
催

税金クイズに挑戦

登山客にゴミの持ち帰りを啓発するためのティッシュを配る女性部会員

清掃活動に参加した皆様

山梨クイーンビーズの指導

富
士
山

ク
リ
ー
ン
作
戦
に

参
加

目
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
士
山
を

訪
れ
る
国
内
外
か
ら
の
多
く
の
登
山
客
や
観

光
客
な
ど
で
賑
わ
う
な
か
、
五
合
目
ロ
ー
タ

リ
ー
周
辺
と
登
山
道
入
り
口
の
清
掃
活
動

や
、
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
の
啓
発
用
ポ
ケ
ッ
ト

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
の
配
布
を
行
い
ま
し
た
。

　

清
掃
作
業
を
終
え
、
五
合
目
で
の
参
加
者

全
員
に
よ
る
昼
食
に
お
い
て
は
、
手
料
理
を

持
ち
寄
っ
た
り
す
る
な
ど
楽
し
く
時
間
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
清
掃
活
動

へ
の
参
加
は
女
性
部
会
を
中
心
に
平
成
８
年

か
ら
続
い
て
お
り
、
今
回
で
23
回
目
と
な
り

ま
し
た
。
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①
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③
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①
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①
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⑦
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②
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（
平
成
31
年
４
月
実
施
）

　

対
象
件
数　

３
，
２
５
９
社

　

回
答
数　

３
９
３
社

　

回
答
率　

12
・
１
％

　　

甲
府
法
人
会
で
は
、
本
年
４
月
に

「
２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
全
会
員
企
業

を
対
象
に
実
施
し
、
本
年
は
３
９
３
社

の
会
員
企
業
の
皆
様
か
ら
ご
回
答
を
い

た
だ
き
、
当
会
の
「
２
０
２
０
年
度
税

制
改
正
に
関
す
る
提
言
」
の
参
考
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協
力
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

法
人
税
／
法
人
実
効
税
率

我
が
国
の
法
人
実
効
税
率
は
29・７４
％（
資

本
金
１
億
円
超
の
企
業
の
場
合
）で
す
が
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均

は
約
25
％
、ア
ジ
ア
主
要
10
カ
国
の
平
均

は
約
22
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。ア
メ
リ
カ
で

は
、こ
れ
ま
で
約
４1
％
で
あ
っ
た
法
人
実
効

税
率
が
約
28
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し

た
。そ
し
て
、フ
ラ
ン
ス（
現
行
33・33
％
）で

も
、税
率
が
段
階
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
、

２
０
２
２
年
に
は
25
％
と
な
る
見
込
み
で

す
。今
後
の
日
本
の
法
人
実
効
税
率
の
あ

り
方
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

個
人
所
得
課
税
／
配
偶
者
控
除

平
成
29
年
度
税
制
改
正
で
は
、就
業
調
整

を
意
識
し
な
く
て
済
む
仕
組
み
を
構
築
す

る
な
ど
の
観
点
か
ら
、配
偶
者
控
除・配
偶

者
特
別
控
除
の
見
直
し（
所
得
控
除
額

38
万
円
の
対
象
と
な
る
配
偶
者
の
給
与
収

入
金
額
の
上
限
を
１
０
３
万
円
か
ら

１
５
０
万
円
に
引
き
上
げ
る
等
）が
行
わ
れ

ま
し
た
。今
般
の
改
正
の
効
果（
パ
ー
ト
等

の
就
業
調
整
）に
つ
い
て
、事
業
者
の
立
場

か
ら
、ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

事
業
承
継
／
事
業
承
継
の
時
期

中
小
企
業
経
営
者
の
高
齢
化
が
急
速
に
進

展
す
る
中
で
、日
本
経
済
の
基
盤
で
あ
る

中
小
企
業
の
円
滑
な
世
代
交
代
は
、待
っ
た

な
し
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。あ
な
た
の

会
社
の
事
業
承
継
の
時
期（
予
定
を
含
む
）

に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い
。

２
０
２
０
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果 

Q1

Q2

Q3

合計 ④ ③ ② ①
388 39 125 140 84

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
389 4 80 51 141 113

① 
課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
し
、法
人
実
効
税
率
を
さ
ら
に
引

き
下
げ
る

② 

課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
こ
と
な
く
、法
人
実
効
税
率

を
さ
ら
に
引
き
下
げ
る

③ 

課
税
ベ
ー
ス
を
拡
大
す
る
の
で
あ
れ
ば
、法
人
実
効
税

率
の
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
は
必
要
な
い

④ 

わ
か
ら
な
い

⑤ 

そ
の
他

①
５
年
以
内

②
６
～
10
年
以
内

③
10
年
以
上
先

④
す
で
に
事
業
承
継
を
終
え
た

⑤
事
業
を
承
継
し
な
い

⑥
そ
の
他

合計 ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
384 60 32 72 63 78 79

①
就
業
調
整
の
解
消
等
に
効
果
が
あ
っ
た

②
就
業
調
整
の
解
消
等
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

事
業
承
継
／
事
業
承
継
税
制

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、中
小
企
業

の
代
替
わ
り
を
促
進
す
る
た
め
、10
年
間
の

特
例
措
置
と
し
て
、贈
与
税・相
続
税
の
納

税
猶
予
制
度
の
抜
本
的
な
拡
充
が
行
わ
れ

ま
し
た
。今
般
の
改
正
を
踏
ま
え
て
、事
業

承
継
税
制
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま

す
か
。

Q4
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合計 ④ ③ ② ①
385 48 170 111 56

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%消

費
税
／
価
格
転
嫁

２
０
１
９
年
10
月
に
消
費
税
率
が
10
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
。あ
な
た
の

会
社
の
価
格
転
嫁
の
見
通
し
に
つ
い
て
お

伺
い
し
ま
す
。

Q6①
全
額
転
嫁
で
き
る

②
大
部
分
は
転
嫁
で
き
る

③
一
部
し
か
転
嫁
で
き
な
い

④
全
く
転
嫁
で
き
な
い

⑤
そ
の
他

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

①
総
額
表
示
に
す
べ
き

②
外
税
表
示
に
す
べ
き

③
価
格
誤
認
の
防
止
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、事
業
者

に
表
示
方
式
を
委
ね
る
べ
き

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

①
適
正
な
仕
入
税
額
控
除
を
計
算
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
は
、
や
む
を
得
な
い

②
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
に

配
慮
す
べ
き

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
389 12 22 88 98 169

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
384 28 29 37 136 154

消
費
税
／
価
格
表
示

課
税
事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
商
品
等

の
価
格
を
表
示
す
る
場
合
は
、
税
込
価
格

の
表
示
（
総
額
表
示
）
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す（
２
０
２
１
年
３
月
31
日
ま
で
は
、

一
定
の
要
件
の
も
と
税
抜
価
格
の
表
示
も

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
）。
軽
減
税
率
の
導

入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

価
格
表
示
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
立
場
か

ら
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

Q7

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

①
こ
れ
ま
で
の
改
正
で
十
分
で
あ
り
、当
面
は
利
用
状

況
等
を
注
視
す
る

②
生
前
贈
与
制
度
の
更
な
る
拡
充
や
納
税
猶
予
制
度
の
特

例
措
置
を
延
長
す
る
な
ど
弾
力
的
な
対
応
を
求
め
る

③
事
業
用
資
産
を
他
の一
般
資
産
と
切
り
離
し
、事
業

用
資
産
への
課
税
を
軽
減
あ
る
い
は
免
除
す
る
制
度

の
創
設
を
求
め
る

④
そ
の
他消

費
税
／
軽
減
税
率
制
度

２
０
１
９
年
10
月
よ
り
消
費
税
の
軽
減
税

率
制
度
が
実
施
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い

ま
す
。あ
な
た
の
会
社
で
特
に
懸
念
さ
れ

る
点
が
あ
れ
ば
、以
下
よ
り
２
つ
以
内
で
選

ん
で
く
だ
さ
い
。

Q5①
レ
ジ
ス
タ
ー
な
ど
新
た
な
設
備
投
資

②
ソ
フ
ト
ウ
ェア
の
変
更
や
新
規
購
入

③
事
務
負
担
の
増
加
に
よ
る
人
件
費
の
負
担
増

④
軽
減
税
率
に
つい
て
の
社
員
教
育

⑤
繁
雑
な
経
理
処
理

⑥
適
正
な
価
格
表
示

⑦
特
に
問
題
な
く
対
応
で
き
る

⑧
ま
だ
軽
減
税
率
制
度
への
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

な
い

⑨
そ
の
他

合計 ⑨ ⑧ ⑦ ⑥
584 19 66 95 26

⑤ ④ ③ ② ①
179 35 45 95 24

消
費
税
／
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式

２
０
２
３
年
10
月
１
日
以
降
は
、適
格
請

求
書
等
保
存
方
式（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
）が
導
入
さ
れ
、「
適
格
請
求
書
」

等
の
保
存
が
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
な

り
ま
す
。適
格
請
求
書
を
交
付
で
き
る
の

は
、税
務
署
長
に
登
録
申
請
し
た
課
税
事

業
者
と
な
り
ま
す
の
で
、登
録
手
続
き
を

受
け
て
い
な
い
免
税
事
業
者（
課
税
売
上

高
１
，０
０
０
万
円
以
下
）か
ら
の
仕
入
れ

に
つ
い
て
は
、仕
入
税
額
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。こ
の
こ
と
に
つ
い

て
、ど
う
考
え
ま
す
か
。

Q8

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

合計 ④ ③ ② ①
386 19 128 144 95
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①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

消
費
税
引
き
上
げ
の
景
気
へ
の
影
響

２
０
１
９
年
10
月
の
消
費
税
率
引
き
上
げ

に
当
た
っ
て
は
、経
済
へ
の
影
響
を
抑
制
す

る
た
め
、住
宅
や
自
動
車
に
係
る
税
制
措

置
の
ほ
か
、ポ
イ
ン
ト
還
元
や
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
の
発
行
な
ど
財
政
面
で
も
対
策

が
講
じ
ら
れ
ま
す
。消
費
税
率
引
き
上
げ

に
よ
る
当
面
の
景
気
へ
の
影
響
に
つ
い
て

ど
う
考
え
ま
す
か
。

Q9①
対
策
の
効
果
に
よ
り
、
景
気
は
良
く
な
る
と
思
う

②
一
定
の
効
果
は
あ
る
が
、
景
気
は
現
状
と
変
わ
ら

な
い
と
思
う

③
対
策
の
効
果
は
な
く
、景
気
は
悪
化
す
る
と
思
う
。

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

①
厳
し
い
財
政
規
律
の
も
と
、
歳
出
・
歳
入
一
体
的

改
革
に
よ
り
取
り
組
む
べ
き

②
経
済
成
長
に
よ
る
税
の
自
然
増
収
を
中
心
に
、
柔

軟
に
対
応
す
べ
き

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

合計 ④ ③ ② ①
389 18 56 82 233

財
政
健
全
化

国
と
地
方
の
長
期
債
務
残
高
が
１
，１
０
０

兆
円
に
達
し
、我
が
国
の
財
政
悪
化
は
先
進

国
の
中
で
も
突
出
し
て
い
ま
す
。政
府
は
、基

礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
達
成
時
期
を

２
０
２
０
年
度
か
ら
２
０
２
５
年
度
に
延
期

し
ま
し
た
が
、財
政
健
全
化
に
つ
い
て
ど
う

考
え
ま
す
か
。

Q10

①
給
付
水
準
を
大
幅
に
引
き
下
げ
、負
担
も
減
ら
す

②
給
付
水
準
を
あ
る
程
度
下
げ
て
、現
行
の
負
担
を

維
持
す
る

③
現
行
の
給
付
水
準
を
保
つ
た
め
、あ
る
程
度
の
負
担

の
増
加
は
や
む
を
得
な
い

④
給
付
水
準
を
さ
ら
に
拡
充
さ
せ
、大
幅
な
負
担
の

増
加
も
や
む
を
得
な
い

⑤
わ
か
ら
な
い

⑥
そ
の
他 社

会
保
障
制
度

「
団
塊
の
世
代
」が
す
べ
て
後
期
高
齢
者
と

な
る
２
０
２
５
年
に
は
、医
療
と
介
護
の
給

付
費
急
増
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、

「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」が
年
金
受
給
年
齢
に
達

す
る
な
ど
高
齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え

る
２
０
４
０
年
に
は
、社
会
保
障
給
付
費
が

１
９
０
兆
円（
２
０
１
８
年
度
１
２
１
兆
円
）

に
上
る
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。少
子
高
齢

化
に
よ
り
増
大
す
る
社
会
保
障
費
を
抑
制

す
る
た
め
に
は
、負
担
と
給
付
の
あ
り
方
を

見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。今
後
の
社
会
保

障
の
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
ど

う
考
え
ま
す
か
。

Q11

①
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
地
方
への
権
限

移
譲

②
地
方
税
財
源
の
充
実

③
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化

④
さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
の
推
進
に
よ
る
基
礎
自
治

体
の
拡
充

⑤
地
方
議
会
の
ス
リ
ム
化
と
納
税
者
視
点
に
立
っ
た

チ
ェッ
ク
機
能
の
確
立

⑥
地
方
公
務
員
給
与
の
適
正
化
な
ど
行
政
の
ス
リ
ム
化

⑦
そ
の
他 地

方
の
行
財
政
改
革

行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、国
ば

か
り
で
な
く
地
方
に
お
い
て
も
自
立
、自
助

の
体
質
構
築
が
求
め
ら
れ
ま
す
。特
に
優
先

す
べ
き
検
討
課
題
を
以
下
よ
り
２
つ
以
内
で

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

Q12

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
389 3 17 222 145 2

①
29%

②
36.2%

③
13.1%

①
14.5%①

21.6%

②
36.1%

③
32.2%

④
10.1%

④
18.8%

①
20.6%

②
20.3%

③
16.4%

②
25.2%

⑤
3.1%

①
24.6%

②
37.3%

③
33.2%

③
22.6%

①
0.5%

②
37.2% ①

59.9%②
21.1%

①
13%④

2.3%

②
12.2%⑤

23.3%

⑤
6.5%

②
28.8%③

44.2%

⑥
15.6%⑤

8.3%

①
40.1%

②
35.4%

③
9.6%

①
20.8%

①
43.4%

⑤
1.1%

⑦
1.2%

④5.8%

④
5.7%

④
4.9%

③
12.1%

④
12.5%

③
14.4%

⑤
0.8%

④
4.6%④

4.4%

④
7.6%

②
40.3%

③
57.1%

③
31.4%

⑥
24.6%

⑥6.5%

④
20.6%

①
4.1%⑧

11.3%

⑨
3.3%

③
7.7%

⑤
30.6%

⑤
7.3%

④
6.0%⑥

4.5%

⑦
16.3%

②
16.2%

合計 ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
694 8 171 162 40 84 85 144

合計 ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
385 25 25 9 121 155 50
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〈
は
じ
め
に
〉

　

甲
府
法
人
会
は
こ
れ
ま
で
我
が
国
の
経
済

再
生
と
財
政
健
全
化
に
向
け
て
歳
入
・
歳
出

の
一
体
的
改
革
を
強
く
要
望
し
て
き
た
。

　

政
府
は
国
家
的
課
題
で
あ
る
基
礎
的
財
政

収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
）
の
黒
字

化
目
標
の
達
成
時
期
に
つ
い
て
、
２
０
０
６

年
に
掲
げ
た
「
２
０
１
１
年
度
の
黒
字
化
」

は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
財
政
拡
大
で
断

念
。
２
０
１
０
年
に
は
「
２
０
２
０
年
度
黒

字
化
」
を
再
設
定
し
、国
際
公
約
と
し
た
が
、

消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
を
２
０
１
９

年
10
月
に
再
延
期
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に

５
年
先
送
り
し
た
。

　

ま
た
、
消
費
税
収
の
使
途
に
つ
い
て
も
、

こ
れ
ま
で
の
年
金
、
医
療
、
介
護
、
子
育
て

の
社
会
保
障
経
費
に
加
え
教
育
無
償
化
に
も

対
象
を
拡
大
し
た
。

　

消
費
税
増
税
は
歳
入
を
増
や
し
て
財
政
健

全
化
を
進
め
社
会
保
障
制
度
の
安
定
化
を
図
る

と
い
う
本
来
の
目
的
を
見
失
って
は
な
ら
な
い
。

　

当
会
で
は
本
年
度
も
会
員
を
対
象
に
「
税

制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施

し
、
会
員
企
業
の
要
望
を
踏
ま
え
経
済
再
生

に
活
力
を
与
え
る
税
制
の
構
築
を
要
望
す
る
。

1.	

法
人
実
効
税
率
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

２
０
１
６
年
度
改
正
で
29
・
97
％
、

２
０
１
８
年
度
に
は
29
・
74
％
ま
で
引
き
下

げ
ら
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
れ
ま
で
の

約
41
％
が
27
・
98
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
２
０
２
０
年
度
か
ら
17
％
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
２
０
２
２
年
に
25
％
に

引
き
下
げ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ア
ジ
ア
10
ヶ
国
の
平
均
は
22
％
と

な
っ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
我
が
国
の
水
準

は
高
い
。
日
本
企
業
の
国
際
競
争
を
高
め
、

外
国
企
業
の
日
本
進
出
も
後
押
し
す
る
た
め

に
実
効
税
率
25
％
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

2.	

中
小
企
業
の
軽
減
税
率
に
つ
い
て

　

現
行
の
中
小
法
人
の
軽
減
税
率
の
特
例（
所

得
金
額
年
８
０
０
万
円
以
下
の
税
率
15
%
）

は
本
年
度
の
改
正
で
適
用
期
限
が
２
年
延
長

さ
れ
た
が
、
中
小
法
人
活
性
化
の
た
め
に
こ
の

時
限
措
置
を
本
則
化
と
し
、
１
９
８
１
年
以

来
８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
適

用
所
得
金
額
を
１
，
６
０
０
万
円
程
度
に
引

き
上
げ
る
こ
と
。

3.	

法
人
課
税
ベ
ー
ス
の
見
直
し
に
つ
い
て

（
１
）
受
取
配
当
金
益
金
不
算
入
制
度
に
つ
い
て

　

受
取
配
当
金
益
金
不
算
入
制
度
は
法
人
企

業
と
個
人
株
主
の
二
重
課
税
排
除
の
た
め
に

設
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
が
、
現
在
の
日
本

に
お
け
る
上
場
企
業
の
個
人
株
主
の
持
株
比

率
は
20
％
程
度
に
対
し
、
80
％
近
く
が
法
人

株
主
と
な
っ
て
お
り
、
二
重
課
税
排
除
を
適

用
す
る
根
拠
は
失
わ
れ
て
い
る
に
等
し
い
。

財
政
健
全
化
を
図
る
観
点
か
ら
受
取
配
当
金

は
課
税
対
象
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
租
税
特
別
措
置
法
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

租
税
特
別
措
置
法
に
つ
い
て
も
、
受
取
配

当
金
益
金
不
算
入
制
度
同
様
に
殆
ど
大
企

業
が
利
用
し
て
い
る
。
一
方
、
中
小
企
業
に

は
優
遇
措
置
が
適
用
さ
れ
る
条
件
が
整
っ

て
い
な
い
た
め
、
法
定
税
率
に
近
い
税
率
が

当
て
は
め
ら
れ
て
い
て
税
負
担
の
歪
み
が

生
じ
て
い
る
。
各
措
置
の
利
用
状
況
等
を
踏

ま
え
、
必
要
性
や
政
策
効
果
を
見
極
め
た
上

で
廃
止
を
含
め
根
本
的
な
見
直
し
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

4.
中
小
企
業
支
援
税
制
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
支
援
税
制
に
つ
い
て
は
、

２
０
１
７
年
度
税
制
改
正
で
地
域
中
核
企
業

向
け
設
備
投
資
促
進
税
制
が
創
設
さ
れ
る
な

ど
中
小
企
業
への
支
援
が
強
化
さ
れ
て
い
る
が
、

期
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
。
中
小
企
業
投
資

促
進
税
制
や
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経

済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
本
則
化
す
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
対
象
設
備
を
拡
充
し
た
う
え
、

「
中
古
設
備
」
も
含
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

5.	

交
際
費
の
中
小
法
人
に
対
す
る

	

定
額
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

　

現
行
の
中
小
法
人
（
資
本
金
の
額
又
は
出

資
金
の
額
が
１
億
円
以
下
の
法
人
）
に
対
す
る

交
際
費
の
定
額
控
除
額
は
年
８
０
０
万
円
と

税
制
委
員
会

２
０
２
０
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
を
決
め
る

　

５
月
17
日
、
税
制
委
員
会
を
開
催
し
、
前
ペ
ー
ジ
ま
で
記
載
の
「
２
０
２
０

年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
の
回
答
と
意
見
を
も
と
に
審
議

を
行
い
、
次
の
提
言
内
容
を
決
定
し
て
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
に
提
案
し
た
。

公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

２
０
２
０
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

法
人
税
関
係
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な
っ
て
い
る
が
、
昨
今
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏

ま
え
、
需
要
喚
起
の
観
点
か
ら
１
，０
０
０
万

円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

1.	

年
少
扶
養
控
除
の
復
活
に
つ
い
て

　

年
少
扶
養
控
除
は
子
供
手
当
の
創
設
に
伴

い
、
２
０
１
１
年
度
に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か

し
２
０
１
２
年
度
に
は
子
供
手
当
が
廃
止
さ

れ
、
児
童
手
当
に
改
組
さ
れ
た
。
児
童
手
当

は
、
０
歳
か
ら
中
学
校
卒
業
ま
で
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
者
に
支
給
さ
れ
る
が
所
得
制

限
が
あ
り
、
所
得
制
限
の
前
後
で
児
童
手
当

を
含
め
た
世
帯
収
入
の
逆
転
現
象
が
生
じ
る

問
題
も
あ
る
。
出
産
と
子
育
て
は
す
べ
て
の

世
帯
に
と
っ
て
担
税
力
が
減
殺
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
子
育
て
支
援
は
実
効
性
が
あ
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
児
童
手

当
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
年
少
扶
養
控
除
を

復
活
す
べ
き
で
あ
る
。

2.	

源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限
に
つ
い
て

　

我
が
国
の
取
引
き
の
決
済
は
殆
ど
が
月
末

に
行
わ
れ
て
お
り
、
諸
公
課
の
納
期
限
も
お

お
む
ね
月
末
と
な
っ
て
い
る
。
源
泉
徴
収
義

務
者
の
事
務
効
率
の
観
点
か
ら
納
付
期
限
を

給
与
等
の
支
払
月
の
翌
月
末
日
に
ま
た
、
納

期
特
例
適
用
者
の
納
期
限
は
１
月
末
日
と
７

月
末
日
に
改
め
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

3.	

勤
務
地
が
国
内
及
び
国
外
の
双
方
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
の
国
内
源

泉
所
得
税
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

　

昨
今
、
国
内
企
業
か
ら
海
外
勤
務
の
従
業

員
が
増
加
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
海

外
勤
務
が
一
定
の
日
数
以
上
に
達
し
た
従
業

員
の
税
額
精
算
は
、
複
雑
で
あ
り
簡
素
化
の

検
討
を
要
望
す
る
。

4.
医
療
費
控
除
の
廃
止
を
含
め
た
見
直

し
に
つ
い
て

　

医
療
費
控
除
は
多
額
の
医
療
費
の
支
出
が

あ
っ
た
場
合
の
制
度
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
医

療
保
険
制
度
が
相
当
充
実
し
、
保
険
金
な
ど

で
補
填
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
従
前
と
比

べ
て
そ
の
必
要
性
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と
考

え
る
。

　

こ
の
た
め
廃
止
を
含
め
見
直
し
を
行
い
、

高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
に
も
老
人
扶
養
控

除
の
拡
充
を
要
望
す
る
。

１
．
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
つ

い
て

　

法
人
会
は
こ
れ
ま
で
消
費
税
の
増
税
に
つ

い
て
、
事
業
者
の
事
務
負
担
増
、
税
制
の
簡

素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
及
び
税
収
確
保
の

観
点
か
ら
問
題
が
多
い
た
め
、
税
率
10
％
ま

で
は
単
一
税
率
を
要
望
し
て
き
た
。
本
年
10

月
よ
り
10
％
へ
の
引
き
上
げ
と
と
も
に
所
得

の
低
い
人
向
け
の
対
策
と
し
て
軽
減
税
率
制

度
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
財
務

省
の
最
近
の
軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
の
所

得
階
層
別
の
軽
減
度
合
に
関
す
る
試
算
に
よ

る
と
、
所
得
が
高
い
層
（
年
収
７
３
８
万
円

以
上
）
の
２
，８
８
０
億
円
に
対
し
、
所
得
の

低
い
層
（
年
収
２
３
８
万
円
未
満
）
は
１
，

４
３
０
億
円
、
中
位
層
（
３
５
５
万
円
以
上

５
０
０
万
円
未
満
）
で
は
、
２
，１
９
０
億
円

の
恩
恵
が
出
る
と
の
試
算
が
発
表
さ
れ
た
。

　

こ
の
た
め
消
費
税
の
逆
進
性
は
一
向
に
解

消
さ
れ
な
い
た
め
、
軽
減
税
率
制
度
を
廃
止

し
、
低
所
得
者
対
策
は
簡
素
な
給
付
措
置
で

の
対
応
を
要
望
す
る
。

2.	

納
税
事
務
の
負
担
軽
減
措
置
の
廃
止

に
つ
い
て

　

消
費
税
制
度
は
事
業
者
、
消
費
者
、
国
民

全
員
の
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
制
度

で
あ
り
、
益
税
等
そ
の
信
頼
性
を
損
な
う
特

例
措
置
は
廃
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

土
地
・
建
物
及
び
未
上
場
株
の
相
続
の
非

課
税
に
つ
い
て

　

未
上
場
株
の
相
続
を
非
課
税
と
す
る
こ
と

に
よ
り
、
事
業
承
継
も
実
現
し
や
す
い
。
さ

ら
に
事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
が
相

続
時
に
非
課
税
と
な
れ
ば
経
済
の
活
性
化
に

つ
な
が
る
と
考
え
る
。
中
小
企
業
の
円
滑
な

事
業
承
継
を
進
め
る
た
め
に
も
、
事
業
用
資

産
の
土
地
・
建
物
及
び
未
上
場
株
の
相
続
税

を
非
課
税
と
す
る
こ
と
。

1.	

相
続
税
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

２
０
１
３
年
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

２
０
１
５
年
１
月
１
日
以
降
の
遺
産
に
係
る

基
礎
控
除
額
（
５
，０
０
０
万
円
＋
１
，

０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）が
、（
３
，

０
０
０
万
円
＋
６
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人

の
数
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
課
税
が
強
化
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
相
続
の
課
税
対
象
割
合

は
改
正
前
の
２
倍
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
課

税
割
合
が
高
す
ぎ
る
た
め
、
基
礎
控
除
額
を

（
４
，０
０
０
万
円
＋
８
０
０
万
円
×
法
定
相

続
人
の
数
）
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

2.	

贈
与
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て

　

現
行
の
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は

２
０
０
１
年
に
１
１
０
万
円
に
拡
大
さ
れ
て

以
来
低
い
水
準
に
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

り
、
資
産
が
高
齢
者
に
偏
在
す
る
と
い
う
社

会
問
題
化
と
も
な
っ
て
い
る
。
若
年
層
へ
の

資
産
の
円
滑
な
移
転
の
促
進
に
よ
る
消
費
拡

所
得
税
関
係

消
費
税
関
係

事
業
承
認
税
関
係

贈
与
税
関
係
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大
に
寄
与
す
る
観
点
か
ら
も
贈
与
税
の
基
礎

控
除
額
を
現
行
の
１
１
０
万
円
か
ら

２
０
０
万
円
へ
の
引
き
上
げ
を
要
望
す
る
。

1.	

外
形
標
準
課
税
の
課
税
ベ
ー
ス
拡
大

に
つ
い
て

　

法
人
税
減
税
に
伴
う
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大

の
中
で
外
形
標
準
課
税
も
代
替
財
源
と
し
て

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
体

が
景
気
に
影
響
さ
れ
な
い
安
定
財
源
を
確
保

す
る
為
に
赤
字
に
苦
し
む
中
小
企
業
に
課
税

す
る
こ
と
は
徴
税
者
本
位
の
発
想
で
あ
り
容

認
で
き
な
い
。

2.	

固
定
資
産
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
地
価
の
長
期
的
な
下
落
に

も
関
わ
ら
ず
負
担
感
が
高
い
と
の
声
が
多

い
。
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
実
勢
価
格

に
配
慮
し
た
評
価
、
居
住
用
家
屋
の
評
価
は

築
後
経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
す
る

な
ど
抜
本
的
な
見
直
し
を
要
望
す
る
。
加
え

て
地
方
都
市
の
活
性
化
に
向
け
て
、
空
き
店

舗
、
空
き
家
の
流
動
化
に
資
す
る
固
定
資
産

税
制
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

3.
償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の

廃
止
・
縮
減
に
つ
い
て

　

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、

中
小
企
業
に
も
課
税
さ
れ
る
た
め
、
中
小

企
業
の
設
備
投
資
を
阻
害
し
て
い
る
。
特

に
、
製
造
業
を
中
心
と
す
る
多
額
の
設
備

を
有
す
る
企
業
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産

税
が
高
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益

を
圧
迫
し
、
企
業
競
争
力
に
悪
影
響
を
与

え
、
国
際
的
に
も
事
業
用
資
産
に
対
す
る

課
税
が
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
廃
止
を
要
望

す
る
。
ま
た
同
制
度
を
存
続
す
る
場
合
は
、

現
行
の
免
税
点
１
５
０
万
円
を
大
幅
に
引

き
上
げ
る
こ
と
。

4.
超
過
課
税
に
つ
い
て

①	

住
民
税
の
超
過
課
税
は
主
に
法
人
が
対

象
と
さ
れ
て
お
り
、
長
期
間
に
わ
た
っ

て
課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多

く
、
課
税
の
公
平
を
欠
く
安
易
な
課
税

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
超
過
課
税
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
は
で
き
る
だ
け

早
く
標
準
税
率
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
。

②	

２
０
２
４
年
度
か
ら
森
林
環
境
税
が
実

施
さ
れ
る
が
、
現
在
各
府
県
で
導
入
し

て
い
る
森
林
環
境
を
目
的
と
し
た
超
過

課
税
と
二
重
課
税
と
な
ら
な
い
よ
う
配

慮
し
、
真
に
必
要
な
事
業
に
使
途
を
限

定
す
べ
き
で
あ
る
。

1.	

二
重
課
税
の
廃
止
に
つ
い
て

　

個
別
間
接
税
と
消
費
税
と
の
二
重
課
税
の

問
題
は
、
平
成
元
年
に
消
費
税
が
導
入
さ
れ

た
際
、
物
品
税
が
廃
止
さ
れ
、
自
動
車
重

量
税
と
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
２
０
１
２

年
度
税
制
改
正
で
新
車
購
入
時
や
車
検
時

に
か
か
る
重
量
税
が
一
部
減
税
に
な
っ
た
が
、

石
油
諸
税
は
引
き
続
き
検
討
す
る
と
の
曖
昧

な
表
現
に
と
ど
ま
り
、結
論
は
先
送
り
に
な
っ

て
い
る
。
消
費
税
と
の
二
重
課
税
が
行
わ
れ

て
い
る
課
税
体
系
を
是
正
す
べ
き
で
あ
る
。

2.	

社
会
保
障
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

高
齢
化
社
会
の
急
進
展
で
今
後
の
社
会
保

障
給
付
は
急
速
な
増
大
が
見
込
ま
れ
、
財
源

を
消
費
税
に
頼
る
も
限
界
が
見
え
て
い
る
。

課
題
は
給
付
を
「
重
点
化
・
効
率
化
」
に
よ
っ

て
抑
制
し
、
同
時
に
公
費
以
外
の
公
平
で
適

正
な
負
担
を
確
保
し
て
い
く
か
が
極
め
て
重

要
に
な
る
。
年
金
、
医
療
、
介
護
、
少
子
化

対
策
い
ず
れ
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
現
役
世

代
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
抜
本
的

な
改
革
が
必
要
と
考
え
る
。

3.	
行
政
改
革
の
徹
底
に
つ
い
て

　

社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健
全

化
を
目
的
と
し
た
消
費
税
増
税
が
先
送
り
さ

れ
て
本
年
10
月
実
施
と
な
っ
た
が
、
そ
の
前

に
国
や
地
方
に
お
い
て
自
ら
身
を
削
る
行
政

改
革
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
行
政

改
革
の
徹
底
を
強
く
要
望
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
人
口
の
減
少
な
ど
社
会
環

境
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
地
方
議
員
も
含
め

す
べ
て
の
議
員
定
数
及
び
議
員
報
酬
、
政
党

助
成
金
の
一
層
の
削
減
を
求
め
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
公
務
員
の
人
員
及
び
人
件
費
適

正
化
な
ど
行
政
の
ス
リ
ム
化
を
図
る
べ
き
で

あ
る
。

4.
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、
課
税

の
公
平
を
図
る
と
と
も
に
電
子
政
府
の
実
現

を
見
据
え
て
、
各
行
政
機
関
が
連
携
し
、
行

政
全
般
の
効
率
化
及
び
国
民
の
利
便
性
の
向

上
に
資
す
る
一
方
で
、
デ
ー
タ
の
漏
洩
や
シ

ス
テ
ム
の
管
理
等
徹
底
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策
を
行
う
こ
と
。

5.	

租
税
教
育
に
つ
い
て

　

租
税
教
育
は
、
国
民
に
必
要
な
生
涯
教
育

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
象
者
を

小
中
高
生
は
も
と
よ
り
大
学
生
や
新
入
社
員

に
ま
で
拡
充
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
と
考
え

る
。

そ
の
他

地
方
税
関
係
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１
，
ご
指
摘
の
と
お
り
相
続
放
棄

は
相
続
が
開
始
し
た
後
に
す

る
も
の
で
あ
り
、
相
続
開
始

 

前
に
相
続
放
棄
は
で
き
ま
せ
ん
。
相
続

開
始
前
に
相
続
放
棄
を
し
て
も
法
律
上

効
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
続
放
棄
は
相

続
開
始
を
知
っ
た
と
き
か
ら
３
ヶ
月
以

内
に
家
庭
裁
判
所
に
そ
の
申
立
を
し
、

そ
れ
が
受
理
さ
れ
て
初
め
て
相
続
放
棄

の
効
力
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
１
つ

は
、
遺
産
を
何
も
取
得
し
な
い
と
い
う

趣
旨
の
遺
産
分
割
協
議
を
す
る
こ
と
で

す
。
遺
産
を
何
も
取
得
し
な
い
の
だ
か

ら
、
自
分
は
相
続
放
棄
を
し
た
も
の
と

考
え
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で

す
。
遺
産
を
何
も
取
得
し
な
い
遺
産
分

割
協
議
を
す
る
こ
と
は
「
事
実
上
の
相

続
放
棄
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
法

律
上
の
相
続
放
棄
を
し
な
い
限
り
、
事

実
上
の
相
続
放
棄
を
し
て
も
遺
産
の
う

ち
債
務
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
債
権
者
に

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
法
定
相
続
分

の
債
務
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
あ
と
１
つ
は
、
相
続
開
始
を
知
っ

た
時
か
ら
３
ヶ
月
を
経
過
し
て
い
な
く

て
も
、
事
実
上
の
相
続
放
棄
の
遺
産
分

割
協
議
を
し
て
い
る
と
、
遺
産
を
処

分
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
そ
の

後
債
務
の
存
在
を
知
り
、
法
律
上
の

相
続
放
棄
を
し
よ
う
と
し
て
も
、
民

法
９
２
１
条
１
号
の
「
相
続
人
が
相

続
財
産
の
全
部
又
は
一
部
を
処
分
し

た
と
き
」
に
該
当
し
、
相
続
を
単
純

承
認
し
た
も
の
と
さ
れ
、
も
は
や
、

そ
の
後
、
前
記
の
３
ヶ
月
経
過
前
で

あ
っ
て
も
相
続
放
棄
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

２
，
そ
れ
で
は
、
相
続
開
始
前
に
相
続
人
と

し
て
の
資
格
を
失
う
場
合
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。
相
続
人
が
、
相
続
開
始
前

に
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
相
続
資
格
を

失
う
場
合
と
し
て
は
、
法
律
上
当
然
に

相
続
人
で
は
な
く
な
る「
相
続
欠
格
」と
、

被
相
続
人
が
特
定
の
相
続
人
が
相
続
す

る
こ
と
を
望
ま
ず
、
か
つ
客
観
的
に
も

そ
れ
が
も
っ
と
も
と
判
断
さ
れ
る
事
情

が
あ
る
と
き
被
相
続
人
が
そ
の
相
続
人

の
相
続
資
格
を
剥
奪
す
る
「
廃
除
」
が

あ
り
ま
す
。

　

３
，
「
相
続
欠
格
」
と
は
、
相
続
人
が
被

相
続
人
の
財
産
を
相
続
す
る
の
が
正
義

に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
行
為
を
行
っ
た

場
合
、
何
ら
の
手
続
を
要
せ
ず
法
律
上

当
然
に
相
続
人
の
資
格
を
失
う
も
の
で

す
。
民
法
８
９
１
条
は
「
次
に
掲
げ
る

者
は
、
相
続
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
し
て

　
　

① 

故
意
に
被
相
続
人
又
は
相
続
に
つ
い

て
先
順
位
若
し
く
は
同
順
位
に
あ
る

者
を
死
亡
す
る
に
至
ら
せ
、
又
は
至

ら
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
刑
に
処

せ
ら
れ
た
者
。

　
　

 

　

こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
推
理
小
説

な
ど
で
よ
く
出
て
く
る
場
面
で
あ

り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
　

② 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
、
被
相
続

人
が
相
続
に
関
す
る
遺
言
を
し
、
撤

回
し
、
取
消
し
、
又
は
変
更
す
る
こ

と
を
妨
げ
た
る
者
。

　
　

③ 

詐
欺
又
は
強
迫
に
よ
っ
て
、
被
相
続

人
に
相
続
に
関
す
る
遺
言
を
さ
せ
、

撤
回
さ
せ
、
取
り
消
さ
せ
、
又
は
変

更
さ
せ
た
者
。

 

　

こ
の
②
、
③
に
つ
い
て
は
時
々
起

こ
り
う
る
も
の
で
す
の
で
注
意
が
必

要
で
す
。

　
　

④ 

相
続
に
関
す
る
被
相
続
人
の
遺
言
書

を
偽
造
し
、
変
造
し
、
破
棄
し
、
又

は
隠
匿
し
た
者
。

 

　

こ
れ
に
関
し
て
、
相
続
を
円
満
に

す
る
た
め
、
遺
言
で
多
く
の
遺
産
を

も
ら
っ
て
い
る
相
続
人
が
敢
え
て
遺

言
書
の
存
在
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
平

等
に
近
い
形
で
遺
産
分
割
を
し
た
場

合
の
よ
う
な
と
き
な
ど
に
は
「
遺
言

書
の
破
棄
隠
匿
が
、
相
続
に
関
す
る

相
続
資
格
の
喪
失

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

弁
護
士　

 

古
屋　

俊
仁

法 律 相 談
　
「
相
続
人
が
相
続
人
と
し
て
の
資
格
を
失
う
場
合
に
つ
い
て
、
相
続
開
始
後

に
す
る
相
続
放
棄
に
つ
い
て
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
相
続
開
始
前
に
相
続
人
の

資
格
を
失
う
場
合
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
ど
の
よ
う
な
場
合
で
し
ょ
う
か
。」
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不
当
な
利
益
を
目
的
と
し
な
い
場
合

は
、
相
続
欠
格
に
当
た
ら
な
い
」
と

し
た
最
高
裁
平
成
９
年
の
判
決
が
あ

り
参
考
に
な
り
ま
す
。

　

４
，
相
続
欠
格
の
よ
う
に
当
然
に
相
続
資

格
を
剥
奪
す
る
ほ
ど
の
事
由
で
は
な
い

が
、
被
相
続
人
が
相
続
さ
せ
た
く
な
い

と
感
じ
る
よ
う
な
非
行
が
相
続
人
に

あ
っ
た
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
、
家

庭
裁
判
所
の
審
判
に
よ
っ
て
そ
の
相
続

人
の
相
続
権
を
奪
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
を
「
廃
除
」
と
い
い
ま
す
。

民
法
８
９
２
条
は
「
遺
留
分
を
有
す
る

相
続
人
が
、
被
相
続
人
に
対
し
て
虐
待

を
し
、
こ
れ
に
重
大
な
侮
蔑
を
加
え
た

と
き
、
又
は
相
続
人
に
そ
の
他
の
著
し

い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
、
被
相
続
人

は
、
そ
の
相
続
人
の
廃
除
を
家
庭
裁
判

所
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規

定
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

こ
の
規
定
を
み
る
と
廃
除
の
対
象
は

遺
留
分
を
有
す
る
相
続
人
に
限
っ
て
い

ま
す
が
、
遺
留
分
を
有
し
な
い
兄
弟
姉

妹
に
つ
い
て
、
相
続
さ
せ
た
く
な
い
と

思
え
ば
、
財
産
を
生
前
贈
与
す
る
か
遺

言
を
し
て
財
産
を
処
分
し
て
し
ま
え
ば

よ
い
か
ら
で
す
。

　
　
　

こ
れ
に
関
し
て
虐
待
、
侮
蔑
は
被
相

続
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容

易
に
分
か
り
ま
す
が
、
そ
の
他
著
し
い

非
行
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
以
外
の

者
に
対
す
る
犯
罪
行
為
で
実
刑
に
な
っ

た
場
合
で
も
こ
の
著
し
い
非
行
に
該
当

し
な
い
と
い
う
の
が
判
例
の
傾
向
で

す
。
そ
の
例
と
し
て
次
の
事
案
が
あ
り

ま
す
。
「
資
本
金
25
億
円
の
一
流
会
社

の
代
表
取
締
役
会
長
で
あ
っ
た
事
実

上
会
社
を
支
配
し
て
い
た
被
相
続
人

の
非
嫡
出
子
で
そ
の
会
社
の
取
締
役

を
し
て
い
た
者
が
、
そ
の
会
社
か
ら

５
億
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
業
務
上

横
領
を
し
た
罪
に
よ
り
懲
役
５
年
の
実

刑
判
決
を
受
け
服
役
し
た
こ
と
を
理
由

に
、
そ
の
非
嫡
出
子
の
行
為
は
著
し
い

非
行
に
該
当
す
る
と
し
て
」
そ
の
相
続

人
の
廃
除
を
申
し
立
て
た
事
例
で
裁
判

所
は
申
立
を
棄
却
し
ま
し
た
。
そ
し
て

そ
の
抗
告
審
も
同
様
な
判
断
を
し
ま
し

た
。
か
な
り
批
判
が
あ
り
ま
す
が
、
紹

介
し
ま
す
。

　

５
，
な
お
、「
相
続
欠
格
」
も
「
廃
除
」
も

代
襲
相
続
の
原
因
と
な
り
相
続
欠
格
者
、

廃
除
者
の
子
供
が
親
に
代
わ
っ
て
相
続

し
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

６
，
事
業
承
継
に
関
心
が
い
っ
て
い
る
昨
今

で
す
が
、
相
続
に
関
す
る
基
本
的
な
こ

と
を
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
大
き
な
間

違
い
を
起
こ
し
か
ね
ま
せ
ん
の
で
敢
え

て
今
回
説
明
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
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２
０
１
９
年
10
月
か
ら
消
費
税

の
軽
減
税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、消
費
税
率
が
標
準
税
率（
10
％
）

と
軽
減
税
率（
8
%
）の
複
数
税
率
と
な
り
ま

す
が
、事
業
者
が
消
費
税
の
申
告
時
に
仕
入

税
額
控
除（
仕
入
先
に
支
払
っ
た
消
費
税
相

当
額
を
差
し
引
く
）の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
、２
０
１
９
年
10
月
1
日
か
ら
２
０
２
３
年

9
月
30
日
ま
で
の
4
年
間
に
つ
い
て
は「
区
分

記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」に
よ
る
区
分
経

理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
区
分
記
載

請
求
書
等
保
存
方
式
」で
は
現
行
の
請
求
書

等
保
存
方
式
の
基
本
を
維
持
し
つ
つ
、軽
減
税

率
の
対
象
と
な
る
品
目
の
譲
渡
等
と
そ
れ
以

外
の
品
目
の
譲
渡
等
と
が
明
確
に
区
分
記
載

さ
れ
た
帳
簿
及
び
請
求
書
等
を
保
存
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。（
な
お
２
０
２
３
年
10
月
1

日
以
降
は
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式（
イ
ン

ボ
イ
ス
方
式
）が
実
施
さ
れ
ま
す
。）

　

ま
ず
帳
簿
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
で
す

が
、区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
で
は
現

行
の
記
載
事
項
に
加
え
て
、軽
減
税
率
対
象

品
目
で
あ
る
旨
の
記
載
が
必
要
で
す
。つ
ま

り
帳
簿
の
記
載
事
項
は
以
下
の
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

①
仕
入
先
の
氏
名
又
は
名
称

　

②
取
引
年
月
日

　

③
取
引
内
容

	

（
★
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）

　

④
取
引
金
額（
対
価
の
額
）　

　

追
加
さ
れ
る
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ
る

旨
の
記
載
は
、「
軽
減
税
率
の
対
象
と
な
る

資
産
の
譲
渡
等
で
あ
る
こ
と
が
客
観
的
に
明

ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
程
度
の
も
の
と
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
に

は
帳
簿
に
税
率
区
分
欄
を
設
け
て
8
％
と
記

載
す
る
方
法
（
記
載
例
①
）
や
、
※
印
等
を

記
載
し
軽
減
税
率
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
示

す
方
法
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
に
お

け
る
請
求
書
等
（
区
分
記
載
請
求
書
等
）
の

記
載
事
項
で
す
が
、
現
行
の
請
求
書
等
の
記

載
事
項
に
加
え
、
そ
の
取
引
が
軽
減
税
率
の

対
象
と
な
る
品
目
の
譲
渡
等
で
あ
る
場
合
に

は
そ
の
旨
、
そ
し
て
異
な
る
税
率
ご
と
に
区

分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額
の
記
載
が
必
要

で
、
以
下
が
区
分
記
載
請
求
書
等
の
記
載
事

項
と
な
り
ま
す
。（
全
商
品
が
軽
減
税
率
の

対
象
と
な
る
場
合
や
消
費
税
の
免
税
事
業
者

で
あ
っ
て
も
同
様
で
す
。）

　

①	

請
求
書
等
の
発
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

　

②	

取
引
年
月
日

　

③	

取
引
内
容

	

（
★
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ
る
旨
）

　

④	

取
引
金
額
（
対
価
の
額
）（
★
税
率
ご

と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価
の
額
）

　

⑤	

請
求
書
等
の
受
領
者
の
氏
名
又
は
名
称

　

追
加
さ
れ
る
軽
減
税
率
対
象
品
目
で
あ
る

旨
、
税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た
対
価

の
額
の
記
載
方
法
と
し
て
は
、
軽
減
税
率
の

対
象
に
は
※
印
な
ど
の
記
号
や
番
号
等
を
記

区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式

（
消
費
税
関
係
）に
つ
い
て

東
京
地
方
税
理
士
会
　
甲
府
支
部

税
理
士　

 

吉
岡 

大
悟

　

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
伴
い
導
入
さ
れ
る

「
区
分
記
載
請
求
書
等
保
存
方
式
」に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

税 務 相 談

記載例①
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載
し
、
そ
の
記
号
・
番
号
等
が
軽
減
税
率
の

対
象
で
あ
る
こ
と
を
示
す
方
法（
記
載
例
②
）

や
同
一
請
求
書
内
で
税
率
ご
と
に
商
品
を
区

分
し
て
区
分
記
載
請
求
書
等
を
発
行
す
る
方

法
、
税
率
ご
と
に
区
分
記
載
請
求
書
等
を
分

け
て
発
行
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
ま
し
た
記
載
例
①
②
以
外

の
記
載
方
法
等
に
つ
い
て
は
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
一

度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
仕
入
先
か
ら
受
け
取
っ
た
請
求
書
等

に
上
記
の
追
加
事
項
の
記
載
が
な
か
っ
た
場

合
は
、
そ
の
請
求
書
等
の
交
付
を
受
け
た
事

業
者
（
購
入
者
）
が
、
取
引
の
事
実
に
基
づ

い
て
、
記
載
漏
れ
と
な
っ
て
い
た
事
項
を
追

加
記
載
し
、
そ
の
請
求
書
等
を
保
存
す
る
こ

と
に
よ
り
、
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。（
つ

ま
り
仕
入
先
に
請
求
書
等
の
再
発
行
を
お
願

い
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
・
軽
減
税
率

制
度
導
入
ま
で
も
う
間
近
に
迫
っ
て
き
ま
し

た
が
、
自
社
に
お
け
る
経
営
へ
の
影
響
を
把

握
し
、
店
頭
販
促
物
の
税
率
表
示
や
レ
ジ
導

入
・
受
発
注
シ
ス
テ
ム
改
修
、
経
理
処
理
の

周
知
徹
底
な
ど
の
事
前
準
備
を
早
め
に
進
め

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

記載例②
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　2019 年 10 月１日以後に開始する事業年度から法人県民税法人税割・法人事業税の税率が変
更されます。	 	 	 	 	 	 	 	
　また、地方法人特別税が廃止され、新たに特別法人事業税が創設されます。	 	 	 	

○　対象税目	 法人県民税法人税割・法人事業税・特別法人事業税、地方法人特別税
○　適用開始事業年度	 2019 年 10月１日以後に開始する事業年度
○　税率は次の表のとおりです。

2019 年 10 月１日以後に開始する事業年度から税率が変更されます

2018年4月1
日から2019
年9月30日ま
でに開始する
事業年度分

2019年10
月1日以後に
開始する事
業年度分

区　　分 税　　率

法
人
県
民
税
法
人
税
割

下記以外の法人 4.0% 1.8%

○資本金の額又は出資金の額が１億円の法人で、

従業者の総数（山梨県以外の従業者を含む）が300人を超える場合 4.0% 1.8%

従業者の総数（山梨県以外の従業者を含む）が300人以下の場合 3.2% 1.0%

○資本金の額又は出資金の額が1億円未満の法人
○資本又は出資を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除く）
○法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあり、収益事業を行うもの
○法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人

3.2% 1.0%

法
人
事
業
税

①
所得金額課税法人
（②及び③以外の
法人）

普通法人、公益法人等、
人格のない社団等

所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.1% 5.3%

所得のうち年800万円を超える金額 6.7% 7.0%

軽減税率不適用法人（※） 6.7% 7.0%

特別法人
（農業協同組合、信用
金庫、医療法人等）

所得のうち年400万円以下の金額 3.4% 3.5%

所得のうち年400万円を超える金額 4.6% 4.9%

軽減税率不適用法人（※） 4.6% 4.9%

② 収入金額課税法人 電気供給業、ガス供給
業、保険業 収入金額 0.9% 1.0%

③ 外形標準課税法人

各事業年度末の資本金
の額又は出資金の額が1
億円を超える普通法人
（一般社団・財団法人、
投資法人及び特定目的
会社を除く）

所得割

年400万円以下の所得 0.3% 0.4%

年 400万円を超え800万円以下の所得 0.5% 0.7%

年 800万円を超える所得 0.7% 1.0%

軽減税率不適用法人（※） 0.7% 1.0%

付加価値割 付加価値額 1.20%

資本割 資本金等の額 0.5%

特
別
法
人
事
業
税

地
方
法
人
特
別
税

①

特別法人事業税

所得金額課税法人のうち普通法人等の法人事業税所得割額の ー 37.0%

② 所得金額課税法人のうち特別法人の法人事業税所得割額の ー 34.5%

③ 外形標準課税法人にあっては、法人事業税所得割額の ー 260.0%

④ 収入金額課税法人にあっては、法人事業税収入割額の ー 30.0%

⑤

地方法人特別税

所得金額課税法人にあっては、法人事業税所得割額の 43.2% ー

⑥ 収入金額課税法人にあっては、法人事業税収入割額の 43.2% ー

⑦ 外形標準課税法人にあっては、法人事業税所得割額の 414.2% ー

※	 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行い、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人を
いいます。

○　お問い合わせ先
　　山梨県総務部税務課 ………… 甲府市丸の内１－６－１ TEL：０５５ー２２３ー１３８７ 
　　山梨県総合県税事務所 ……… 笛吹市石和町広瀬７８５ TEL：０５５ー２６１ー９１１６
  　　   （事業税課　法人担当）　　　　　　　    

山梨県からのお知らせ
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山梨県からのお知らせ

地 域 未 来 投 資 促 進 法 支 援 制 度 の ご 案 内

地域未来投資促進法とは

主な支援策

支援を受けるためには

地域の特性を生かし、経済的波及効果を及ぼす成長性の高い分野の事業者に対し支援するものです。

●課税の特例（法人税・所得税）令和３年３月３１日まで
　地域の強みを生かした先進的な事業に必要な設備投資について、法人税等を減税。

◇ステップ①　「地域未来投資促進法」に基づく事業計画の承認が必要です。
　　　　　　　	①地域の特性を活用
　　　　	 ②高い付加価値の創出
　　　　	 ③地域の事業者に対する相当の経済効果がある事業を県が承認を行います。

※	事業者の皆さんには「地域経済引率事業計画」を策定し、土地取得前（自社土地
の場合建物建築工事契約前）に県の承認を受ける必要があります。

◇ステップ②		国の審査委員会による先進性の確認を受ける必要があります。

対象設備 特別償却 税額控除

機械・装置、器具・備品 ４０％ ４％

上乗せ要件を
満たす場合 ５０％ ５％

建物・附属設備・構築物 ２０％ ２％

※対象資産の取得価額の合計額は合計８０億円を限度
※税額控除は法人税額又は所得税額の２０％までが上限

【課税特例の要件】
①	先進性を有すること。
②	総投資額が２，０００万円以上であること。
③	前年度の償却費の１０％を超える投資額であること。
④	5年後の対象事業の売上高伸び率（％）が、0を上回り、かつ、過去5事業年度の対象事業に係る市場規
模の伸び率（％）を＋5％以上、上回ること。

【上乗せ要件】
⑤	直近事業年度の付加価値額増加率が８％以上

●不動産取得税の課税免除
　先進的な事業に必要な土地・家屋等の取得に対し、不動産取得税を減免。

【要件】上記課税の特例の要件＋取得価格の合計が１億円を超えること。（農林漁業関連は５千万円）

●固定資産税の課税免除
　各市町村で取り扱いが異なりますので、直接お問い合わせください。

◇制度に関するお問い合わせ先：山梨県産業労働部	企業立地・支援課
　　　　　　　　　　　　　　　甲府市丸の内1- 6	-1		TEL：055-223-1472



─ 21 ─

　

５
月
13
日
、
青
年
部
会
及
び
女
性
部
会

の
定
時
総
会
・
理
事
会
を
古
名
屋
ホ
テ
ル

に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。
甲
府
税
務
署

の
松
谷
署
長
を
は
じ
め
幹
部
職
員
の
方
々

と
親
会
か
ら
岸
本
副
会
長
に
ご
出
席
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
に
行
っ
た
女
性
部
会
の
定
時
総
会

で
は
深
澤
部
会
長
の
挨
拶
の
後
、
平
成
30

年
度
の
事
業
報
告
と
平
成
31
年
度
の
事
業

計
画
が
満
場
一
致
に
て
承
認
さ
れ
、
さ
ら

に
本
年
は
役
員
改
選
の
年
に
あ
た
り
、
深

澤
部
会
長
の
再
任
も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
行
っ
た
青
年
部
会
の
定
時
総
会
で

は
相
原
部
会
長
の
挨
拶
の
後
、
平
成
30
年

度
の
事
業
報
告
と
平
成
31
年
度
の
事
業
計

画
が
満
場
一
致
に
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
青
年
部
会
も
役
員
改
選
の
年
に
あ
た

り
、
新
た
に
髙
村
隆
義
氏
を
部
会
長
に
選

任
し
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
に
は
、
懇
親
会
も
開
催
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
員
同
士
の
様
々
な
情
報

交
換
を
図
る
な
ど
、
さ
ら
に
親
睦
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
社
会
貢
献
活
動
と
し
て
、
善
意

の
タ
オ
ル
と
石
け
ん
・
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
使

用
済
切
手
等
も
た
く
さ
ん
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

新
青
年
部
会
長
に
髙
村
隆
義
氏
、
女
性
部
会
は
深
澤
部
会
長
を
再
任

青
年
部
会
・
女
性
部
会
の
定
時
総
会
・
理
事
会
を
開
催

新
役
員
名
簿
（
敬
称
略
）

新青年部会長
髙村 隆義氏

   

女 

性 

部 

会

部 

会 

長

　

深
澤 

由
美
子 

熊
野
屋
物
産
㈱

副
部
会
長

　

中
村 

友
恵 

㈱
中
村
建
設

　

飯
野 

み
づ
ほ 

㈱
ア
ル
フ
ァ
ジ
ュエ
リ
ー

　

東
條 

初
恵 

㈱
シ
ラ
ネ
パ
ッ
ク

　

早
川 

悦
子 

中
央
ベ
ニ
ヤ
㈱

　

堀
内 

直
子 

丸
市
倉
庫
㈱

　

飯
島 

朱
美 

㈱
入　

兆

　

秋
山 

加
代
子 

㈱
ホ
テ
ル
舟
山

　

新
海 

比
呂
栄 

㈱
新
海
不
動
産
業

理
　
　
事

　

石
井 

敦
子 

疾
測
量
㈱

　

荒
井 

房
子 

㈱
荒
井
建
材

　

雨
宮 

恵
美 

㈲
雨
宮
オ
ー
ト
ボ
デ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス

　

湯
沢 

律
子 

湯
沢
工
業
㈱

　

三
澤 

早
苗 

㈱
三
澤
工
業

監
　
　
事

　

岸
本 

敏
江 

敷
島
金
属
工
業
㈱

相 

談 

役

　

飯
島 

敏
子 
㈱
甲
陽
木
工
製
作
所

    

青 

年 

部 

会

部 

会 

長

　

髙
村 

隆
義 

㈱
ユ
ニ
オ
ッ
ク
ス

副
部
会
長

　

飯
島 

禎
典 

㈱
湊
與

　

丸
茂 

正
樹 

㈱
マ
ル
モ

　

田
中 

雅
貴 

㈱
カ
ル
ク

　

鮫
田 

光
一 

国
際
勧
業
㈱

幹
　
　
事

　

上
田 

文
彦 

山
梨
ヤ
ク
ル
ト
販
売
㈱

　

阿
部 

　

誠 

㈲
ア
ベ
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

　

杉
田 

光
司 

㈱
大
成
電
気

　

渡
辺 

慎
助 

渡
辺
建
設
興
業
㈱

　

藤
田 

尚
晋 

㈱
デ
ィ
ナ
ッ
ク
中
日
本

　

坂
本 

哲
啓 

甲
府
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
㈱

　

笠
井 

健
弘 

㈱
峡
南
堂
印
刷
所

　

大
木 

賢
太
郎 

㈱
オ
オ
キ

　

日
原 

孝
樹 

㈱
早
野
組

監
　
　
事

　

相
原 

紀
幸 

㈲
相
原
商
事

　

横
山 

　

圭 

㈱
横
山
工
務
店

定時総会
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表紙の写真の募集について
お知らせ

　甲府法人会では、『甲府法人会たよ
り』の表表紙に使用する写真のご提供
を募集いたしております。
　ご提供いただける募集対象の方は
甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐
市、北杜市、中央市、昭和町に所在する
事業所にご勤務の方、または在住され
ている方とさせていただきます。

　詳細につきましては  甲府法人会事務局
　（電　話　０５５－２３７－７７７４）
　（ＦＡＸ　０５５－２３７－７７９０）
　（メールアドレス　info＠kofu-hojinkai.jp）
　担当職員  名執までお問合せください。
　ご連絡をお待ちしております。

新 入 会 員 紹 介
ご入会ありがとうございます。 （令和元年5月～7月）

正会員　法人名 所在地 支部名
株式会社ジール・トラスト 甲府市徳行 貢川支部
ＥＴＲＡＭ株式会社 甲斐市下今井 双葉支部
有限会社日向工業 韮崎市藤井町 韮崎支部
甲府記念日ホテル株式会社 甲府市湯村 千塚･羽黒･千代田支部
有限会社Pin Thai 甲府市高畑 石田支部
株式会社キャンピア 北杜市白州町 白州支部
株式会社かさとも 南アルプス市在家塚 白根支部
株式会社キャンディッド ジャパン 甲府市中央 富士川支部
合同会社FIRST patrol 韮崎市穴山町 韮崎支部

賛助会員　事業所名 所在地 支部名
望月　守 南アルプス市浅原 若草支部
米須悦子 北杜市高根町 高根支部
コモリ 甲府市落合町 山城支部
依田工務店 中巨摩郡昭和町 昭和支部

（順不同・敬称略）

日　時 初級講座の内容 上級講座の内容

第３回 甲府会場　令和元年　9月 19日
韮崎会場　令和元年　9月 18日

特殊な給与・現物給与の取扱い
報酬・料金等の源泉所得税事務

消費税について
※初級講座の方も受講可能です。

第４回 甲府会場　令和元年 10月 11日
韮崎会場　令和元年 10月 16日 退職所得の源泉徴収事務 退職所得の源泉徴収事務

第５回 甲府会場　令和元年 11月　1日
韮崎会場　令和元年 10月 29日 年末調整等事務（各種用紙配布） 年末調整等事務（各種用紙配布）

第６回 甲府会場　令和２年　1月 23日
韮崎会場　令和２年　1月 24日 給与所得者の確定申告 給与所得者の確定申告

令和元年度　源泉部会講習会　実施内容

甲府会場…アピオ甲府本館
韮崎会場…東京エレクトロン韮崎文化ホール
※日時・場所は変更となる場合もございますので、事前にご確認ください。

源泉部会講習会に関するお問い合わせは
公益社団法人甲府法人会事務局
電話　０５５－２３７－７７７４
メール　info＠kofu–hojinkai.jp
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二 三〗ー □

納税にはダイレクト納付が便利です！
e-Taxを利用して電子申告等をした後に、 届出をした預貯金口座から、

簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

※事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。 ※届出書の提出から利用可能となるまで、1か月程度かかります。

■ 所得税など個人の確定申告書を作成される方ヘ

国税庁HP「確定申告書等作成コーナー 」を利用すれば、 バソコンや

スマー トフォンで申告書を作成することができます。

作成した申告書は、 マイナンバー カ ー ドとICカ ー ドリ ー ダライタを

準備すれば、 自宅等のパソコンから e-Taxで提出できます。

また、 マイナンバーカ ー ドやICカ ー ドリ ー ダライタをお持ちでない方

も、 運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、 お近くの税務署で

事前に手続きを行うことで、 e-Taxをこ利用いただけます。

［ぶぷ，ば芦��ll!'t�る�.
こんなメリットが, I

添付書類の

提出省疇（注）

遍付が

スピー ディ ―g
（注）法定申告期限から

5年間、税務署か
ら書類の提出又は
提示を求められる
ことがあります。
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"'法人会 法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。 量ョ目こ二t�。 .jp

□ 三い— F 




